
建設現場等で働くみなさんへ

知っていますか！？
酸素欠乏危険場所での作業には、労働安全衛生法で「特別教育」が義務づけられています！

「酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育」
受講のご案内

建災防とは建設業を営む事業主及び事業主の団体等が会員となって、建設業における労働災害の防止を
目的とし昭和39年（1964年）9月に労働災害防止団体法に基づいて、設立された公益団体です。

建設業労働災害防止協会（略称：建災防）
けん せつ ぎょう ろう どう さい がい ぼう し きょう かい

けん さい ぼう

　酸素欠乏危険場所（労働安全衛生法施行令別表第６に明記）での作業（「酸素欠乏危険作業」という）
は、特別教育を修了した者でなければなりません。
　本講座は、酸素欠乏等に対する正しい知識や、空気呼吸器等の使用方法、及び緊急時に備えて「JRC
(日本版)指針2010」に対応した一次救命処置（心肺蘇生、AEDを用いた除細動）の方法を習得します。
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【硫化水素中毒の症状】
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【硫化水素中毒の症状】

危険度

建設業では、下水道工事、ピット、地下室、タンク内、坑内、暗きょなどで
「酸素欠乏空気」「硫化水素」の発生や流入する危険があります。

　酸素欠乏症とは、酸素濃度18％未満の空気を吸入すると発生する症状です。また、硫化水素中毒と
は硫化水素濃度10ppmを超える空気を吸入すると発生する症状をいいます。
　酸素欠乏症等は致死率が非常に高く、1回の酸素欠乏空気の吸入で死亡する危険があります。
　また、被災者を救出しようとした者が被災する２次災害の危険もあります。

地下ピットでの酸素欠乏の例 下水道工事での硫化水素中毒の例



〔本部〕　建設業労働災害防止協会
〒108-0014　東京都港区芝5丁目35番1号　産業安全会館7階
TEL　03-3456-0618（教育部直通）／03-3453-8201（代表）
FAX　03-3456-2458
ホームページアドレス　http://www.kensaibou.or.jp/

建災防都道府県支部では、各種技能講習及び特別教育、職長・安全衛生責任者教育等を実施しています。

受講対象者 酸素欠乏危険場所での作業に従事する者及び安全衛生担当者等

【酸素欠乏・硫化水素中毒危険作業特別教育カリキュラム】

お問い合わせ先（建災防都道府県支部一覧）

科　　目

酸素欠乏等の発生の原因 1時間●酸素欠乏等の発生の原因
●酸素欠乏等の発生しやすい場所

範　　囲 時　　間

教 育 内 容 酸素欠乏等に関する知識、空気呼吸器等の使用方法、一次救命処置の実演等

酸素欠乏症等の症状 1時間●酸素欠乏等による危険性
●酸素欠乏症等の主な症状

空気呼吸器等の使用の方法

※一次救命処置（心肺蘇生、AEDを用いた除細動）及び酸素欠乏症等の災害防止管理を含む

1時間●空気呼吸器、酸素呼吸器若しくは送気マスク又は換気装置の使用方法
　及び保守点検の方法

事故の場合の退避及び救急そ生の方法 1時間
●安全帯等並びに救出用の設備及び器具の使用方法並びに保守点検の方法
●人工呼吸の方法
●人工そ生器の使用方法

その他酸素欠乏症等の防止に関し必要な事項　　 1時間30分

合計：5時間30分

酸素欠乏症等の予防 修了証の例

●労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則及び
　酸素欠乏症等防止規則中の関係条項
●酸素欠乏症等を防止するため当該業務について必要な事項

当協会では、労働安全衛生法令の専門家や経験豊富な講師が
視聴覚教材を使いながらわかりやすく説明いたします。

講 

師

「建設業における酸素欠乏症等の予防」及びその他関係資料教 

材

この教育は、建災防都道府県支部で実施します。受講料や開催時期については、以下の最寄りの支部へお問い合わせください。
なお、ご要望のある企業に出張講座として実施する方法もあります。
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